
 

射水市教育委員会１０月定例会次第 

 

 

日 時 令和３年１０月２２日（金） 

    午後１時１５分から 

場 所 庁舎会議室３０１ 

 

 

１ 会議録の承認  

 

２ 議案 

（１）射水市学校部活動在り方検討会設置要綱の制定について（学校教育課）資料１ 

（２）射水市フットボールセンター管理運営に係る業務受託事業者検討委員会 

設置要綱の制定について         （生涯学習・スポーツ課）資料２ 

 
３ 各課等の連絡事項及び報告事項 

（１）「令和３年度全国学力・学習状況調査」における射水市の結果について 

（教育センター）資料３ 

（２）令和３年度第１回射水市文化財審議会会議概要 

（生涯学習・スポーツ課）資料４ 

（３）「疫病退散！お札で願う 中世の呪符木簡」の出土について 

                       （生涯学習・スポーツ課）資料５ 

（４）教育委員会行事予定                                           資料６ 

 

 

４ その他 

   

 

※ 次回教育委員会の開催日時について  

１１月２４日（水） 午後３時００分から 市庁舎３０２会議室 
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議案第８号  

 

射水市学校部活動在り方検討会設置要綱の制定について 

  

射水市学校部活動在り方検討会設置要綱を次のように定める。 

 

令和３年１０月２２日 提 出 

                       射水市教育委員会 

                        教育長 金 谷  真 

 

射水市教育委員会告示第４号 

 

射水市学校部活動在り方検討会設置要綱 

   

（設置） 

第１条 射水市の設置する中学校における部活動の在り方について調査、検討し、持

続可能な部活動の環境と学校の働き方を考慮した部活動を推進するため、射水市学

校部活動在り方検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

 

 （所掌事務） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 部活動の在り方についての調査・研究・検討に関すること。 

(２) 部活動の在り方についての情報収集に関すること。 

 (３) 地域部活動移行に向けた拠点校や連携校、モデルとなる競技団体等の実践研

究に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、検討会の目的を達成するために必要な事項 

 

 （組織） 

第３条 検討会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、検討会の運営上必要となる者のうちから教育委員会が委嘱する。  

 

 （委員） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会長及び副会長） 

第５条 検討会に会長１名及び副会長１名を置く。 

２ 会長は、教育長をもって充てる。 

３ 会長は、会議を進行する。 

４ 副会長は、委員の中から会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務

を代理する。 

 

（会議） 

第６条 検討会の会議は、教育委員会が招集する。 

２  教育委員会が必要と認めた場合は、検討会の会議に委員以外の者の出席を求める

ことができる。 

 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、学校教育課及び生涯学習・スポーツ課において処理する。 

    

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、教育委員

会が別に定める。 

    

附 則 

この告示は、令和３年１０月２２日から施行する。 

 



３ 

議案第８号 

 

射水市学校部活動在り方検討会設置要綱の制定について 

 

 

（説 明） 

射水市の設置する中学校における部活動の在り方について調査、検討し、持続

可能な部活動の環境と学校の働き方を考慮した部活動を推進するため、射水市

学校部活動在り方検討会を設置するもの。  

 

施行期日 

 令和３年１０月２２日 
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議案第９号 
 

射水市フットボールセンター管理運営に係る業務受託事業者検討委員会設 
置要綱の制定について 

 
射水市フットボールセンター管理運営に係る業務受託事業者検討委員会設置要綱を

次のように定める。 
 
  令和３年１０月２２日 提 出 
 
        射水市教育委員会  

教育長 金 谷  真 
 
射水市教育委員会告示第５号 
 

   射水市フットボールセンター管理運営に係る業務受託事業者検討委員会設置 

要綱 

 

（設置） 

第１条 射水市フットボールセンター管理運営業務に当たり、優れた受託候補者を適正に

審査するため、射水市フットボールセンター管理運営に係る業務受託事業者検討委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（協議事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）審査基準に関すること。 

（２）企画提案等の評価及び業務受託候補者に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、受託事業者の検討に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、地方創生、スポーツ振興等の専門的な知識を有する者並びに市及び教育委員

会の職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

（委員） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から受託事業者が選定される日までとする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

i098024
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３ 委員長は、会議を進行する。 

４ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

５ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、 

 その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、教育委員会が招集する。 

２ 会議は非公開とする。 

３ 教育委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等を聴

取することができる。 

（秘密の保持） 

第７条 委員及び前条第３項の規定により会議に出席した者は、射水市情報公開条例（平

成１７年射水市条例第２０号）第７条各号に掲げる情報を他に漏らしてはならない。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習・スポーツ課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が

別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年１０月２２日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。 
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議案第９号  

射水市フットボールセンター管理運営に係る業務受託事業者 

検討委員会設置要綱の制定について 

 

 （説 明） 

 射水市フットボールセンター管理運営業務に当たり、優れた受託候

補者を適正に審査するため、射水市フットボールセンター管理運営に

係る業務受託事業者検討委員会を設置するもの。  
 

施行期日  

令和３年１０月２２日  



i098024
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資　料　３
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４ 今後の射水市の取組

射水市学力向上委員会

射水市学力向上委員会は、射水市教育振興基本計画（平成27年2月策定）に

明記された基本的施策「確かな学力の定着」を推進するため、射水市の小中学

校が重点的に取り組む内容として次の事項を提示する。

※後期計画(令和２年２月策定)(令和２年度～６年度の５年間)

１．確かな学力を育むための計画的な研修等の充実

２．知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成

３．基本的な生活習慣の確立及び家庭学習の定着

１．確かな学力を育むための計画的な研修等の充実

□授業の基本的事項として「射水スタンダード～授業のＡＢＣ～」を共通

理解し実践するとともに、定期的に自己評価を行う。

□研究授業後の「授業研究協議ステージアップ」の活用、校内でのＯＪＴ

の推進、成果と課題の共有等、教員同士が互いに切磋琢磨しながら授業

改善を図る。

□若手教員を中心とした指導力向上を目指したセンター研修、校内研修の

充実を図るとともに、「授業力向上のちょいテク」を効果的に活用する。

□中学校区を単位とした「学び合う集団づくり推進事業」を基盤に、授業

において教え合い学び合う集団づくりを推進する。また、各校では、学

級診断尺度調査(Ｑ－Ｕ調査)を実施し、調査結果を活用して望ましい学

級集団づくりのための研修を推進する。

□射水市マイスター教員を任命し、優れた授業実践を若手教員を中心に公

開することで、実践的指導技術の向上と継承を図る。

□ICTを活用した教育が一層推進されるよう、教員のICT活用指導力に関す

る研修の充実を図る。
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２．知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成

□全国学力・学習状況調査や小教研(学習の確かめ)・中教研学力調査等の

結果を分析し、教員の授業改善や児童生徒の生活改善に取り組む。

□「自尊感情を育む（本時の）学習課題」の提示を意識し、児童生徒が学

びの成果を、教員が指導の成果を実感できるよう、授業改善に取り組む。

□学習専用端末(タブレットＰＣ)等、ＩＣＴ(機器)の活用を通して、情報

活用能力の育成や探究的な学習等の推進を図る。

□学習につまずいている児童生徒に対し、状況に応じてきめ細かく対応で

きるように校内でのサポート体制を整えるとともに、個に応じた指導の

機会を工夫する。 （※学習サポーター、TT指導員を含めた体制）

□「単元確認問題」、「Ｂ問題に挑戦」「設問別ワークシート」(富山県総

合教育センター作成)、「授業アイディア例」（国立教育施策研究所作成）

等を授業のまとめや発展的な課題として位置付けるなど、活用方法を工

夫する。

３．基本的な生活習慣の確立及び家庭学習の定着

□身に付けさせる学習規律を明確にするとともに、全教員の共通理解の基

に指導を徹底する。

□家庭学習の手引きや自主学習ノートを活用したり、家庭学習の課題を授

業内容と関連させたりしながら、家庭学習の定着を図る。

□メディア使用時間やネット利用のルール(情報モラル)を児童生徒自身が

意識して実践できるよう、生活を振り返る機会を設け、学校や家庭が支

援する。

□「マイサポーター制度」を活用して学校生活における悩みの解決を支援

したり、「気がかりポスト」を校務分掌に位置付けて問題等の未然防止に

つなげたりすることで、児童生徒が安心して学校生活を送ることができ

るようにする。

□家庭との連携を図りながら教育活動の様々な機会を捉え、「あったか家族

の３つのポイント～家族一緒に食事、おしゃべり、お手伝い～」の取組

を推進する。

□スポーツ少年団や中学校部活動の活動等について、学校、ＰＴＡ、指導

者等の連携の下、児童生徒が目標をもって取り組むことができるよう支

援する。



 

 
Ⅰ 開会日時  令和３年１０月４日 (月)  午前９時から正午まで 
Ⅱ 会議場所  庁舎会議室４０１ 
Ⅲ 出 席 者  [委 員] 上野委員、鈴木委員、久々委員、城岡委員、島添委員 

柳委員、三宮委員 
[事務局] 金谷教育長、原事務局長、久々江次長 

田中文化財係長、原田主査、金三津主査、 

Ⅳ 会議概要 

１．開会 教育長あいさつ 
２．会長選出 会長：上野委員  会長職務代理：鈴木委員 （委員による互選） 
３．報告(１)国指定重要無形民俗文化財「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」の保存活用 

計画及び修理事業計画について 

(２)県指定天然記念物「専念寺の傘松」のマツ材線虫病対策について 
(３)埋蔵文化財センター整備事業について 

４．閉会 視察研修へ 

 
【質疑・発言】 

 報告(１) 国指定重要無形民俗文化財「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」の保存活用 
計画及び修理事業計画についてについて 

[委 員] これまで毎年のように曳山の修理をしてきたと思うが、この計画が完成しな 

いと修理はできないのか。 

［事務局］  計画の完成を待たなくても、市有形民俗文化財指定はそのままなので、緊 

急修理案件に限定されますが、修理は可能です。 

[委 員] 無形か有形かの違いは大きいと思う。伝承者の育成、祭りをどう持続的に 

継承していくのか、市全体の地域計画も見据えた保存・活用を組み立ててい 

くような計画を作っていただきたい。 

  報告(２) 県指定天然記念物「専念寺の傘松」のマツ材線虫病対策について 
[委 員] 薬効６年の理由は、樹幹注入をしても、線虫を死滅させるわけではなく、眠 

らせて活動を弱める効果しかないためである。松にも個体差があり、感受性が 

強くない松は線虫がいても枯れずに生き続ける。今後は、予防的措置にはなり 

ますが、線虫が交尾→分裂→増加しないように、継続して樹幹注入する必要が 

ある。 

    報告(３) 埋蔵文化財センター整備事業について 
   [委 員]  小杉地区に新たな見所が増えて大変ありがたい。元々が展示施設ではない 

ので、外光による影響や地震対策など、出土品の適切な管理をお願いしたい。 

［事務局］  常設展示室の窓ガラスに紫外線防止フィルムを貼り、収蔵展示室のスチー 

ル棚には遺物の落下防止用のテグスを張っております。 

[委 員]  北陸街道沿いに立地し、周囲には小杉展示館や竹内源造記念館もあります。 

そのなかで埋蔵文化財センターの存在が余り周知されていないので、小杉宿 

全体でお互い宣伝しあってアピールしてほしい。 

令和３年度 第１回 射水市文化財審議会 会議概要 

資料４ 
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日の宮城全景  

遺構 

沖塚原企業団地造成事業に伴う沖塚原東Ｂ遺跡の本発掘調査において、屋敷地 

の区画溝とみられる遺構から、市内で初めて鎌倉時代の呪符木簡が出土しました 

ので、現地説明会にて展示・公開します。 

４ 呪符      信仰や呪術といった呪い(まじない)のために使用 

され、災いや邪気を払うための呪文や符号を書い 

た木札のことを指します。 

釈文の急々如律令 (きゅうきゅうにょりつりょう)と 

は中国漢代の行政文書に使われた言葉で、「律令 

に従い至急対処するように」と命じるものです。 

日本に伝わったとき、道教の流れをくむ陰陽道 

により、朝廷儀礼や貴族が魔除けを行う場面など 

で「鬼（わざわい）よ、早く去ってしまえ」と悪鬼 

を払う呪文になったといわれています。 

 目に見えない疫病は、いつの時代も人々を不安 

にします。13 世紀後半から 14 世紀初頭に生きた 

射水の人々が疫病を免れる呪いであり、また鬼が 

出入りする方角であるとして忌むべき方向の鬼門 

(北東)から出土していることも、当時の精神世界 

の一端を伺える貴重な資料です。 

山 

尸 

赤外線写真 

急 

「
 

２ 寸法     長 247 ☓ 幅 55 ☓ 厚 4   (㎜)  

       
３ 釈文    〔 山 尸 鬼  急々如律□ □□ 〕 

       

７ 現地説明会  令和 3 年 10 月 24 日(日)  

     10 時～16 時 【予約制：100 人】 

※小雨の場合は、決行します。当日朝、大雨・ 

暴風警報の発令時は中止します。 

如 

木簡 

１ 出土日   令和 3 年 9 月 24 日(金) 屋敷地を囲む区画溝より 

律 

令 

□ 

鬼 

R3.10.12（火） 

教育委員会  

生涯学習・スポーツ課 

℡ 0766-５１－６６３７ 

令 和 ３ 年 １ ０ 月 

市長定例記者会見 

々 

資料１「疫病退散！お札で願う 中世の呪
じゅ

符
ふ

木簡
もっかん

 」の出土について 

 

(令ヵ) 

「
 

急 

□ 

□ 

尸 

(
 

ヵ 

(
 

呪符木簡 

山 

出土 

５ 主な遺構   掘立柱建物、溝（区画溝）、 

井戸、土坑、道路址 

６ 主な遺物   縄文土器、弥生土器、土師器 

       須恵器、珠洲焼、八尾焼、青磁 

       白磁、瀬戸美濃焼、漆器椀(皿) 

       下駄、呪符木簡、銅銭、種子 

「
 

屋敷地 

８ 問合わせ先  生涯学習・スポーツ課 文化財係 

            電話 0766－51－6637 

資料５ 



日 曜 時間 主務・関連課
教育委
員出席

1 月

2 火

3 水 生涯学習・スポーツ課

4 木

5 金

6 土

7 日 8:30 生涯学習・スポーツ課 教育長

7 日 13:00 射水市新湊博物館

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土 学校教育課

13 土 9:30 生涯学習・スポーツ課

13 土 14:00 教育センター 教育長

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金 13:30 射水市新湊博物館

20 土 学校教育課

21 日 9：30 中央図書館

22 月

23 火

24 水 15:00 学校教育課 〇

25 木

26 金

27 土 10:00 生涯学習・スポーツ課

28 日

29 月 14:00 生涯学習・スポーツ課

30 火

至 場所 自 至 場所

12/20 新湊博物館

11/16 中央図書館

高岡市～射水市～富山市間 富山マラソン2021

※行事等については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、中止となる場合があります。

右記小学校 学習発表会（放生津）

展示名

展示等

記念講演会　

「あなたの新しい１冊を見つけよう！」展

射水市新湊博物館

右記中学校

はしご車試乗体験会射水市新湊博物館

令和　３　年　１１　月　の　主　な　行　事　予　定

場　　所 行　　事　　予　　定

各地区コミュニティセンター 文化まつり（文化祭）

六渡寺海岸

文化活動発表会（新湊南部）

いみず親学びスクール

新湊農村環境改善センター 教育懇談会（射水市PTA連絡協議会）

大島コミュニティセンター

本庁舎 いみず親学びスクール

生涯学習推進協議会研修会「つなぐ会」

本のリサイクル市

本庁舎302会議室 定例教育委員会

自

10/27

展示名

あっち行け！禍10/15

中央図書館

i098024
テキストボックス
資 料 ６



日 曜 時間 主務・関連課
教育委
員出席

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日 14:30 生涯学習・スポーツ課 教育長

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金 学校教育課

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

至 場所 自 至 場所

12/20 新湊博物館

展示名 展示名自

10/15 あっち行け！禍

※行事等については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、中止となる場合があります。

各幼稚園、小中学校 ２学期終業式

令和　３　年　１２　月　の　主　な　行　事　予　定

展示等

場　　所 行　　事　　予　　定

救急薬品市民交流プラザ 射水市生涯学習フェスティバル、作品展


